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１【提出理由】

2022年６月29日開催の当行第119期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２に基づき、本報告書を提出するもので

あります。

 

２【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日

2022年６月29日

 

(2) 当該決議事項の内容

【会社提案】

第１号議案　剰余金の処分の件

 １．期末配当に関する事項

 　　　 　　当行普通株式１株につき金65円

　２．その他の剰余金の処分に関する事項

　 （１）増加する剰余金の項目およびその額

　　　  　 別途積立金　　　　6,000,000,000円

   （２）減少する剰余金の項目およびその額

　    　　　繰越利益剰余金　　6,000,000,000円

 
第２号議案　定款一部変更の件

株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供

措置をとる旨を定める規定の新設など所要の変更を行う。

 
第３号議案　取締役８名選任の件

取締役として、土井伸宏、岩橋俊郎、安井幹也、幡　宏幸、奥野美奈子、小田切純子、大藪千穂および植木

英次を選任する。

 

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、出水　順を選任する。

 

【株主提案】

第５号議案　剰余金の配当（特別配当）の件

当行が提案した剰余金の処分に係る議案に基づく普通株式１株当たり配当金（もしあれば）に加えて、特別

配当として当行普通株式１株当たり132円を配当する。
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(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要

件ならびに当該決議の結果

 

議　案 賛　成 反　対 棄　権 賛成率 決議結果

【会社提案】      

　第１号議案 683,132個 4,641個 0個 99％ 可決

　第２号議案 687,640個 133個 0個 99％ 可決

　第３号議案      

　　１．土井伸宏 492,262個 195,503個 5個 71％ 可決

　　２．岩橋俊郎 586,653個 101,119個 0個 85％ 可決

　　３．安井幹也 588,703個 99,069個 0個 85％ 可決

　　４．幡　宏幸 588,701個 99,071個 0個 85％ 可決

　　５．奥野美奈子 632,636個 55,136個 0個 91％ 可決

　　６．小田切純子 595,577個 92,196個 0個 86％ 可決

　　７．大藪千穂 639,561個 48,212個 0個 92％ 可決

　　８．植木英次 600,403個 87,368個 0個 87％ 可決

　第４号議案 687,618個 155個 0個 99％ 可決

【株主提案】      

　第５号議案 176,462個 511,290個 5個 25％ 否決
 

　(注)　各議案の可決要件は、次のとおりです。

・第１号議案ならびに第５号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席し

た当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

・第３号議案ならびに第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 
(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより、可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立した（株主提案議案については会社法上否決されるこ

とが明らかになった）ため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数

は加算しておりません。
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